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第
七
条
を
第
十
条
と
し
、
第
六
条
を
第
九
条
と
し
、
第

五
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
特
定
の
書
籍
等
の
監
修
等
に
対
す
る
報
酬
の
受
領
の

禁
止
）

第
六
条

自
衛
隊
員
は
、
次
に
掲
げ
る
書
籍
等
（
書
籍
、

雑
誌
等
の
印
刷
物
又
は
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ

の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
方
式
に
よ
り
文
字
、
図
形
、
音
、
映
像
若
し
く
は
電

子
計
算
機
に
用
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
記
録
し
た
物
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）の
監
修
又
は
編
さ
ん
に
対
す
る
報
酬

を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。

一

補
助
金
等
又
は
国
が
直
接
支
出
す
る
費
用
を
も
っ

て
作
成
さ
れ
る
書
籍
等
（
独
立
行
政
法
人
駐
留
軍
等

労
働
者
労
務
管
理
機
構
が
直
接
支
出
す
る
費
用
を

も
っ
て
作
成
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。）

二

防
衛
庁
本
庁
若
し
く
は
防
衛
施
設
庁
又
は
独
立
行

政
法
人
駐
留
軍
等
労
働
者
労
務
管
理
機
構
に
お
い
て

買
い
入
れ
る
書
籍
等
で
あ
っ
て
、
防
衛
庁
本
庁
及
び

防
衛
施
設
庁
並
び
に
独
立
行
政
法
人
駐
留
軍
等
労
働

者
労
務
管
理
機
構
に
お
い
て
買
い
入
れ
る
数
の
合
計

数
が
作
成
数
の
過
半
数
に
な
る
も
の

第
四
条
第
一
項
中
「
同
項
各
号
」
の
下
に「（
第
九
号
を

除
く
。）」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
倫
理
監
督
官
」
の

下
に「（
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
倫
理
監
督
官
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中「
自
衛
隊
員
が
」

を
「
第
一
項
の
「
自
衛
隊
員
と
し
て
の
身
分
」
に
は
、
自

衛
隊
員
が
」
に
改
め
、「
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
自
衛
隊
員
と
し
て
の
身
分
」と
あ
る
の
は
、

「
自
衛
隊
員
又
は
」
及
び「（
自
衛
隊
法
第
四
十
六
条
第
二

項
に
規
定
す
る
一
般
職
国
家
公
務
員
等
を
い
う
。）」
を
削

り
、「
」
と
す
る
」
を
「
を
含
む
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
を
削
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
通
常
一
般
の
社
交
の
」
を
「
社
会

通
念
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
七
条
」
を「
第
十
条
」

に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
二
条
第
二
号
中
「
贈
与
等
報
告
書
、」の
下
に
「
法

第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中

「（
訓
令
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
り
、
同
条
を
第

十
四
条
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
規
定
す
る
贈
与
等
報
告
書
」
の

下
に「（
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
贈
与
等
報
告
書
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す

る
。第

十
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
九
条
を
削
る
。

第
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
で
あ
っ
て
自
衛
隊
員
が
行

う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
行
う
も
の
」
を
削

り
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

麻
薬
、
麻
薬
原
料
植
物
、
向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神

薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

政
令
第
五
十
二
号

麻
薬
、
麻
薬
原
料
植
物
、
向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向

精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令

内
閣
は
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八

年
法
律
第
十
四
号
）
別
表
第
一
第
七
十
五
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

麻
薬
、
麻
薬
原
料
植
物
、
向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神

薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
（
平
成
二
年
政
令
第
二
百
三
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
六
十
七
号
を
第
六
十
九
号
と
し
、
第
十
一

号
か
ら
第
六
十
六
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十

号
を
第
十
一
号
と
し
、同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

三
e

﹇
二
e

（
ジ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ノ
）
エ

チ
ル
﹈
e

五
e

メ
ト
キ
シ
イ
ン
ド
ー
ル
及
び
そ
の
塩

類
第
一
条
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
八

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

四

三
e

（
二
e

ア
ミ
ノ
プ
ロ
ピ
ル
）
イ
ン
ド
ー
ル
及

び
そ
の
塩
類

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経

過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

尾
辻

秀
久

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

政
令
第
五
十
三
号

児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六

十
四
号
）
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政

令
を
制
定
す
る
。

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
十
万
か
ら
十
三
万
ま
で
」
を
「
五
万
か
ら

八
万
ま
で
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

尾
辻

秀
久

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

自
衛
隊
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

政
令
第
五
十
四
号

自
衛
隊
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
自
衛
隊
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百

三
十
号
）
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
十

五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

自
衛
隊
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
七
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
を
い
う
」
の
下
に
「
。
以

下
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項

中「（
本
庁
幹
部
自
衛
隊
員
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に

よ
り
従
事
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
務
に
係
る
利

害
関
係
者
を
除
く
。）」を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と

し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号

と
し
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

九

利
害
関
係
者
を
し
て
、
第
三
者
に
対
し
前
各
号
に

掲
げ
る
行
為
を
さ
せ
る
こ
と
。

第
三
条
第
二
項
第
六
号
中
「
受
け
、
又
は
利
害
関
係
者

と
共
に
飲
食
を
す
る
」
を
「
受
け
る
」
に
改
め
、
同
項
第

七
号
中
「
受
け
、
又
は
利
害
関
係
者
と
共
に
簡
素
な
飲
食

を
す
る
」
を
「
受
け
る
」
に
改
め
、同
項
第
八
号
を
削
り
、

同
条
第
三
項
中
「
、
自
衛
隊
員
」
の
下
に「（
同
項
第
九
号

に
掲
げ
る
行
為
に
あ
っ
て
は
、
同
号
の
第
三
者
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。）」を
加
え
る
。

薬
事
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

政
令
第
五
十
一
号

薬
事
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五

号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令

を
制
定
す
る
。

薬
事
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
中
第
八
十
八
号
を
第
八
十
九
号
と
し
、
第
三

十
三
号
か
ら
第
八
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
三
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
三

（
Ｓ
Ｐ
e

四
e

二
）
e

﹇（
一
Ｒ
・
二
Ｒ
）
e

シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
e

一
・
二
e

ジ
ア
ミ
ン
e

κ
Ｎ
・

κ
Ｎû
﹈﹇
エ
タ
ン
ジ
オ
ア
ト
（
二
e

）
e

κ
Ｏ１

・
κ

Ｏ２

﹈
白
金
（
別
名
オ
キ
サ
リ
プ
ラ
チ
ン
）
及
び
そ
の

製
剤附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

尾
辻

秀
久

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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